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有

地

亨

は一、
二
、

三
、む

　
ヨ
　
　
　
　
，
欠

し
刷
き
　
～

わ
が
国
の
判
例
・
学
説
の
態
度

ロ
　
一
　
マ
　
法
目
部
分
的
遺
贈
と
信
託
遺
贈
の
融
合
と
し
て
の
包
括
遺
贈
の
形
成

フ
ラ
ン
ス
古
代
法

ω
成
文
法
地
方
目
相
続
人
指
定
と
信
託
遺
贈
の
峻
別
の
原
則

②
慣
習
法
地
方
同
ω
鉱
掛
歪
①
を
欠
く
包
括
受
遺
者
の
地
位
の
確
立

　
す
　
　
び

は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
わ
が
民
法
は
包
括
受
遺
者
の
地
位
に
関
し
て
、
わ
ず
か
に
、
第
九
九
か
条
一
箇
条
で
、
《
包
括
受
遺
者
は
相
続
人
と
同
一
の
権
利
義
務

　
　
を
有
す
る
》
と
定
め
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
の
文
理
解
釈
だ
け
か
ら
は
、
民
法
が
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
の
同
一

　
　
性
を
ど
の
範
囲
で
肯
定
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。
と
く
に
、
近
時
、
わ
が
民
法
が
法
定
相
続
と
遺
言
相
続
の
い
ず

説　
　
れ
を
原
則
と
し
て
い
る
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
、
法
定
相
続
主
義
を
肯
定
す
る
先
学
は
、
こ
の
条
文
が
遺
言
に
よ
る
相
続
人
の
指
定
そ

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
）

　
　
の
も
の
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
九
九
〇
条
の
立
法
趣
旨
の
説
明
で
は
、
《
本
条
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論説

ノ
規
定
ハ
何
処
ノ
国
ノ
法
律
モ
同
ジ
コ
ト
デ
ア
ル
。
加
之
ナ
ラ
ズ
多
数
ノ
立
法
例
ハ
包
括
受
遺
者
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
相
続
人
ト
云
フ
テ
居
ル

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

位
イ
デ
ア
リ
マ
ス
》
と
述
べ
て
、
す
く
な
く
と
も
、
立
案
者
は
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
の
地
位
の
差
異
を
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
意
識
し

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
は
ど
の
範
囲
で
同
一
性
を
も
つ
の
か
、
．
更
に
は
包
括
受
遺
者
は
相
続

法
上
い
か
な
る
地
位
を
占
め
る
か
を
明
ら
に
し
た
い
。

　
一
般
に
、
遺
言
処
分
に
よ
っ
て
遺
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
包
括
的
に
承
継
せ
し
め
る
制
度
は
近
代
諸
国
の
相
続
法
に
例
外
な
く
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
受
遺
者
に
付
与
す
る
地
位
に
関
し
て
は
、
大
体
二
つ
の
立
法
の
流
れ
が
あ
る
。
　
一
つ
は
ド
イ
ツ
民
法

の
ご
と
く
、
遺
産
の
包
括
的
出
損
を
も
っ
て
相
続
人
の
指
定
と
み
な
し
、
受
益
者
に
相
続
人
の
地
位
を
与
え
る
制
度
で
あ
り
（
ド
イ
ツ
民

法
第
二
〇
八
七
条
第
一
項
）
、
他
方
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
遺
贈
と
把
握
し
て
、
受
遺
者
の
地
位
を
与
え
る
制
度
（
フ
ラ
ン
ス

民
法
第
一
〇
〇
二
条
）
で
あ
る
。
わ
が
民
法
の
包
括
遺
贈
は
フ
ラ
ン
ス
法
よ
り
承
継
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
、
更
に
徹
底
し
て
、
包
括

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

受
遺
者
と
相
続
人
の
融
合
統
一
を
は
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
九
九
〇
条
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
ま
で
、
あ
ま
り
注
目
さ

れ
な
か
っ
た
ロ
ー
マ
法
、
フ
ラ
ン
ス
古
代
法
の
相
続
人
指
定
や
信
託
遺
贈
の
諸
制
度
を
概
観
し
て
、
民
法
に
登
場
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た

系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
．
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
わ
が
国
の
判
例
、
学
説
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
（
一
）
島
津
一
郎
「
遺
言
制
度
」
　
（
「
相
続
」
家
族
問
題
と
家
族
三
五
）
三
一
五
頁
。

　
（
二
）
第
一
九
四
回
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
（
巌
松
堂
版
）
六
一
丁
裏
富
井
政
章
委
員
の
発
言
。

　
（
三
）
原
田
慶
吉
「
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
」
二
八
七
頁
、
柚
木
馨
「
判
例
相
続
法
論
」
三
八
四
頁
。

一、

墲
ｪ
国
の
判
例
、
学
説
の
態
度

近
時
、
包
括
受
遺
者
と
相
続
ん
と
の
関
係
を
判
示
し
た
下
級
審
の
判
例
が
相
つ
い
で
現
わ
れ
た
。
ま
ず
第
一
の
判
例
は
、
東
京
地
裁
の
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曇ム
葭冊

昭
和
三
〇
年
八
月
二
四
日
（
下
級
門
島
六
巻
八
号
一
六
六
八
頁
）
の
判
決
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
案
は
、
法
定
相
続
人
を
欠
く
A
の
Y
に
た
い
す
る

全
財
産
を
遺
贈
す
る
旨
の
自
筆
証
書
遺
言
の
効
力
に
関
し
て
、
X
（
相
続
法
人
）
と
争
っ
た
事
件
で
、
本
案
前
の
抗
弁
と
し
て
、
Y
は
、
遺
言

書
の
検
認
を
受
け
て
以
来
、
自
分
が
相
続
人
と
同
一
の
権
利
義
務
を
も
つ
包
括
受
遺
者
で
あ
る
か
ら
、
九
五
五
条
の
「
相
続
人
の
あ
る
こ

と
が
明
か
に
な
っ
た
と
き
」
に
あ
た
り
、
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
X
を
代
表
し
て
提
起
し
た
本
訴
は
不
適
法
と
主
張
し
た
の
に
た
い

し
て
、
判
決
は
、
第
九
五
五
条
、
九
五
六
条
に
い
う
『
相
続
人
』
と
は
法
定
相
続
入
の
み
を
指
し
、
包
括
受
遺
者
を
も
含
ま
な
い
と
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
　
「
第
九
百
九
十
条
が
包
括
受
遺
者
を
相
続
人
と
同
一
の
権
利
義
務
を
有
す
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
包
括
受

遺
者
は
相
続
財
産
の
全
部
又
は
抽
象
的
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
割
合
を
承
継
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
地
位
は
相
続
人
に
酷
似
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
死
亡
者
の
財
産
に
対
す
る
権
利
義
務
に
つ
い
て
相
続
人
と
同
一
の
も
の
と
す
る
と
定
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
他
の
関
係
に
お
い
て
も
す
べ
て
相
続
人
と
同
一
に
取
扱
う
趣
旨
で
な
い
」
と
述
べ
て
、
Y
の
抗
弁
を
排
斥
し
た
。
第
二
の
判
例

は
、
東
京
高
裁
の
昭
和
三
六
年
六
月
二
八
日
（
下
級
雨
滴
一
二
巻
六
号
一
四
五
四
頁
）
で
、
A
が
Y
保
険
相
互
会
社
と
の
養
老
保
険
契
約
の
中

で
、
自
己
を
被
保
険
者
と
し
、
保
険
金
受
取
人
と
し
て
A
死
亡
の
場
合
は
『
相
続
人
』
と
指
定
し
た
後
に
、
自
己
の
所
有
財
産
全
部
を
X

に
包
括
遺
贈
す
る
旨
の
公
証
書
遺
言
し
て
死
亡
し
た
の
で
、
X
Y
間
で
保
険
金
受
取
入
と
さ
れ
た
『
相
続
人
』
に
X
が
な
る
か
否
か
が
争

わ
れ
た
も
の
で
、
判
決
は
「
包
括
遺
贈
は
遺
贈
の
一
種
で
あ
っ
て
、
相
続
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
（
遺
贈
は
被
相
続
人
の
意
思
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
相
続
は
直
接
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
前
者
に
は
条
件
や
負
担
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
か
つ

後
者
に
お
い
て
は
代
襲
相
続
が
認
め
ら
れ
る
の
に
反
し
、
前
者
に
お
い
て
は
受
遺
者
が
相
続
開
始
前
に
死
亡
し
た
場
合
は
原
則
と
し
て
失

効
す
る
等
の
差
異
が
存
し
、
両
者
を
同
一
視
し
得
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
）
。
し
か
し
て
現
行
法
上
相
続
人
は
法
定
相
続
の
み
で
あ
っ

て
、
遺
言
に
よ
る
相
続
人
の
指
定
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
X
は
保
険
金
受
取
人
に
指

定
さ
れ
た
『
相
続
人
』
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
い
ず
れ
も
あ
き
ら
か
に
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
の
聞
に
差
異
を
認
め
て

Z9　（璽●3）　3



論説

い
て
、
両
者
の
同
一
性
を
か
な
り
狭
く
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
同
一
性
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
は
、
包
括
遺
贈
は
遺
贈
の
一
種
で
、
相

続
で
は
な
い
と
言
う
だ
け
で
、
判
然
と
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
　
「
わ
が
民
法
は
…
…
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
を
全
面
的
に
同
一
視
す
る
」
の
ご
と
く
、
両

者
の
全
面
的
な
同
一
性
を
肯
定
す
る
説
が
あ
る
が
、
多
く
の
説
は
、
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
差
異
あ
る
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

唆
し
な
が
ら
も
、
包
括
受
遺
者
が
《
相
続
人
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
》
点
を
強
調
し
て
、
結
局
、
（
遺
言
に
よ
っ
て
相
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

人
を
指
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
法
制
と
同
一
の
結
果
に
な
る
〉
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
一
、
二
の
学
説
は
、
《
両
者
は
全
面
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ハ
ね

同
一
で
あ
る
と
し
て
し
ま
う
の
に
は
躇
躇
を
感
ず
る
》
と
述
べ
て
、
包
括
遺
贈
は
遺
贈
で
あ
っ
て
、
相
続
で
は
な
い
と
の
理
由
で
、
両
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　

に
は
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
否
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
ど
に
注
目
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

（（（（（五四三ニー
）））））

近
藤
英
吉
「
遺
贈
に
就
て
」
②
民
商
法
雑
誌
六
巻
二
号
＝
四
頁
、
同
旨
、
柚
木
馨
「
判
例
相
続
法
論
」
三
八
四
頁
。

中
川
善
之
助
「
民
法
大
要
」
二
八
七
頁
、
同
旨
、
青
山
道
夫
「
家
族
法
論
」
三
五
九
頁
、
田
中
実
「
親
族
法
相
続
法
」
二
二
一
ニ
ー
二
二
四
頁
。

我
妻
握
立
石
「
親
族
法
相
続
法
」
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
五
八
六
一
五
八
七
頁
、
同
旨
、
中
川
編
「
註
解
相
続
法
」
三
四
二
頁
。

高
木
多
喜
男
・
判
批
神
戸
法
学
雑
誌
六
巻
四
号
七
二
四
頁
。

阿
部
浩
二
「
包
括
受
贈
遺
者
の
地
位
」
家
族
法
大
系
W
相
続
②
二
一
九
頁
以
下
。
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二
、
ロ

マ
法
月
部
分
的
遺
贈
と
信
託
遺
贈
の
融
合
と
し
て
の
包
括
遺
贈
の
形
成

　
ロ
ー
マ
法
の
遺
言
は
遺
言
者
が
そ
の
死
後
に
効
力
を
発
生
せ
し
め
る
目
的
で
法
定
の
方
式
を
履
行
し
つ
つ
な
す
最
終
の
意
思
表
示
で
あ

っ
た
。
遺
言
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
《
遺
言
と
は
吾
人
が
吾
人
の
死
後
に
実
行
せ
ら
れ
る
べ
き
目
的
を
も

っ
て
吾
人
の
意
思
を
厳
正
な
形
式
に
正
当
に
証
具
し
た
る
も
の
を
謂
う
》
↓
①
ω
8
ヨ
①
葺
賃
ヨ
⑦
卑
ヨ
①
艮
δ
昌
。
ω
菖
器
甘
ω
δ
8
暮
。
ω
富
江
。
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　

重
石
。
・
巴
①
ヨ
三
畠
【
富
。
ε
ヨ
噂
三
℃
Ω
。
ω
樽
ヨ
。
円
8
日
ロ
。
ω
言
①
ヨ
く
巴
①
母
と
。
す
べ
て
の
遺
言
は
必
ず
相
続
人
の
指
定
を
含
ま
な
け
れ



　
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
遺
言
と
相
続
人
の
指
定
は
相
関
関
係
に
立
ち
、
遺
言
を
す
る
た
め
に
は
、
相
続
人
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
し
、
相
続
人
を
指
定
す
る
た
め
に
は
、
遺
言
書
作
成
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
相
互
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
を
分

　
離
す
る
こ
と
は
、
両
者
を
無
効
な
も
の
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
分
離
し
え
な
い
全
体
と
し
て
総
体
を
構
成
す
る
に
ほ
か
な
か

　
　
つ
た
。

　
　
原
古
ロ
ー
マ
法
で
は
、
遺
言
は
相
続
人
の
指
定
だ
け
を
包
含
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
古
典
時
代
に
い
た
る
と
遺
言
の
対
象
と
し

　
　
て
は
・
一
人
ま
た
は
数
人
の
相
続
人
の
指
定
の
ほ
か
に
、
遺
贈
、
奴
隷
の
解
放
、
後
見
人
の
指
定
等
の
よ
う
な
、
特
定
名
義
の
処
分
を
も

　
含
む
よ
う
に
な
つ
渠
し
か
し
・
こ
れ
ら
の
処
分
は
い
ず
れ
も
遺
言
塞
つ
く
処
分
の
性
質
に
な
ん
ら
変
更
を
勢
さ
な
い
附
随
的
な
も

　
　
の
で
あ
る
・
相
続
人
指
定
の
方
式
は
命
令
形
で
、
し
か
も
、
特
定
の
方
式
に
従
っ
て
な
す
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
《
な
に
某
は
相
続
人
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ご

　
　
る
べ
し
》
日
三
ロ
ω
ゴ
Φ
『
Φ
ω
①
ω
δ
の
方
式
が
頭
初
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
後
に
な
っ
て
古
典
時
代
に
は
、
　
ガ
ウ
ィ
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
ノ

　
指
摘
す
る
よ
う
に
、
《
予
は
な
に
某
が
相
続
人
た
る
こ
と
を
命
ず
》
↓
三
β
ヨ
げ
Φ
お
自
①
ヨ
①
ω
ω
Φ
冒
げ
Φ
o
と
い
う
方
式
す
ら
認
め
ら
れ

　
　
る
よ
う
に
な
っ
た
。
遺
言
中
に
お
け
る
相
続
人
指
定
の
位
置
に
関
し
て
は
、
極
め
て
厳
格
な
規
制
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
。
指
定
は
《
遺
言

　
　
の
頭
首
に
し
て
基
礎
》
．
§
↓
葺
彗
α
舅
暑
葺
①
ω
雪
・
麹
と
さ
れ
、
遺
言
の
最
初
に
な
す
こ
と
を
必
要
と
し
、
相
続
人
指
定

　
　
よ
り
ま
え
に
書
か
れ
た
す
べ
て
の
処
分
は
無
効
と
さ
れ
た
。
か
か
る
方
式
上
の
厳
格
性
は
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
に
緩
和
さ
れ
た
に
と
と

　
　
ま
り
・
漸
く
妾
チ
ニ
ア
ヌ
蒔
代
に
・
指
定
を
遺
一
房
頭
部
に
お
く
必
要
が
な
く
な
つ
徳
原
喜
↓
法
で
は
、
遺
言
人
は
、
相
続
人

　
　
の
指
定
以
外
に
は
、
相
続
財
産
額
の
幾
分
の
一
を
対
象
に
す
る
処
分
を
な
し
え
な
か
っ
た
。
た
だ
稀
れ
に
、
財
産
中
の
特
定
物
の
処
分
を

　
　
目
的
と
す
る
遺
贈
を
行
な
う
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
廷
・
こ
の
よ
う
に
、
二
三
↓
法
の
遺
言
処
分
は
依
然
と
し
て
当
初
の
性
質
毒
有

説
　
し
て
い
る
。
そ
れ
は
簡
明
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
面
・
硬
直
で
順
応
性
に
乏
し
か
っ
た
。
共
和
政
末
期
に
、
《
か
っ
て
は
稀
れ

論
で
あ
っ
た
遺
言
が
愚
な
行
為
と
な
り
・
し
か
も
・
遺
言
人
が
処
理
す
べ
き
多
く
の
利
益
暑
し
た
時
代
の
要
謝
．
》
に
た
い
し
て
、
遺
言
は
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論説
十
分
に
即
応
し
え
な
い
状
態
に
立
ち
い
た
っ
た
。
共
和
政
後
期
や
元
首
政
時
代
の
初
期
に
、
ロ
ー
マ
に
は
、
経
済
上
、
思
想
上
の
多
く
の

変
化
が
現
わ
れ
た
だ
け
で
な
ぐ
、
外
人
℃
臼
Φ
σ
q
ユ
霊
ω
の
数
が
著
る
し
く
増
加
し
た
の
で
、
　
相
続
人
に
指
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の

者
は
受
動
的
遺
言
能
力
帯
ω
富
8
①
昌
江
富
。
謡
。
冨
ω
ω
帥
爵
を
も
つ
者
、
　
つ
ま
り
、
　
ロ
ー
マ
市
民
お
よ
び
取
引
能
力
を
有
す
る
非
市
民
に

　
　
　
　
ハ
　

限
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
受
動
的
遺
言
能
力
を
有
し
な
い
者
に
相
続
財
産
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
入
は
こ
れ
ら
の
信
託
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

贈
h
箆
①
一
8
重
日
δ
ω
¢
日
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
　
信
託
遺
贈
は
相
続
能
力
あ
る
い
は
受
動
的
遺
言
能
力
を
欠
く
者
（
外

人
、
一
①
×
＜
0
8
巳
①
以
後
の
婦
女
、
奴
隷
等
）
に
財
産
を
付
与
す
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
遺
言
人
は
相
続
能
力
者
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

し
て
相
続
無
力
者
に
供
与
す
べ
き
こ
と
を
委
嘱
し
て
財
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
信
託
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
ロ

ー
マ
法
で
は
、
は
や
く
か
ら
遺
言
人
は
遺
贈
の
方
式
を
履
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
相
続
財
産
の
何
分
の
一
ま
た
は
財
産
の
何
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
）

を
受
遺
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
（
部
分
遺
贈
冨
α
q
鋤
ε
ヨ
℃
⑳
寡
三
〇
三
ω
）
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
受
遺
者
は
相
続
財
産
の
観
念

上
の
一
部
に
つ
い
て
権
利
を
も
つ
が
、
相
続
財
産
の
包
括
的
承
継
者
は
依
然
と
し
て
相
続
人
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
部
分
的
遺
贈
は
実
質
的

に
は
特
定
遺
贈
で
あ
っ
て
、
受
遺
者
は
純
積
極
財
産
に
た
い
す
る
権
利
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
。
相
続
人
が
被
相
続
人
の
有
し
て
い
た
権
利

を
行
使
し
、
ま
た
、
相
続
債
権
に
た
い
し
て
責
を
負
う
た
か
ら
、
相
続
入
は
債
権
の
弁
済
を
得
た
場
合
に
は
割
合
に
応
じ
て
分
配
す
べ
く
、
債

務
が
現
わ
れ
た
場
合
に
は
受
遺
者
を
し
て
持
分
に
応
じ
て
供
与
を
な
す
べ
き
こ
と
を
約
す
る
問
答
契
約
の
江
b
ロ
一
Ω
。
鉱
。
①
ω
b
震
酔
一
ω
Φ
↓
o
門
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

。
冨
暮
の
を
締
結
し
た
。
戸
口
総
監
が
信
託
の
履
行
し
な
か
っ
た
遺
贈
義
務
者
に
背
信
行
為
を
し
た
者
と
し
て
汚
点
を
付
し
、
間
接
的
な

監
権
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
共
和
政
末
期
に
は
、
戸
口
調
査
も
極
め
て
不
規
則
に
行
な
わ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
信
託
遺
贈
に
た
い
す
る
制
裁

も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
は
戸
口
総
監
の
代
り
に
執
政
官
に
信
託
の
履
行
を
制
裁
す
べ
き
か
否
か
．

を
決
定
審
査
せ
し
め
る
制
度
を
採
用
し
、
元
首
も
こ
れ
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
信
託
遺
贈
は
再
び
法
的
制
裁
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ

　
　
り
　

た
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
も
信
託
遺
贈
受
益
者
は
単
な
る
特
定
名
義
の
承
継
者
で
あ
っ
て
、
相
続
債
務
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
指
定
相
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続
人
が
引
渡
あ
る
い
は
意
思
表
示
に
よ
っ
て
受
益
者
に
た
い
し
て
相
続
財
産
の
返
還
お
ω
葺
鐸
ユ
。
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

　
信
託
遺
贈
受
益
者
は
義
務
者
に
た
い
し
て
債
権
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
　
彼
は
《
相
続
財
産
の
買
主
に
準
ず
る
地
位
〉
一
。
。
。
①
昌
艮
。
H
一
ω
に

　
立
っ
た
・
　
そ
し
て
、
信
託
遺
贈
義
務
者
の
負
担
の
責
に
任
ず
る
相
続
債
務
に
つ
い
て
、
受
益
者
を
し
て
義
務
者
に
弁
済
せ
し
め
る
た
め

　
に
・
仮
装
の
売
買
ロ
ロ
ヨ
日
〇
二
き
手
続
に
よ
っ
て
、
相
続
財
産
の
売
主
と
買
主
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
を
常
と
す
る
問
答
契
約
が
相
続
・

人
と
相
続
財
産
の
交
付
を
受
け
る
者
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
訴
か
し
、
こ
の
手
続
は
複
讐
ば
か
り
で
な
く
、
信
託

　
遺
贈
受
益
者
が
求
償
に
応
じ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
償
還
を
な
し
え
な
い
危
険
を
包
含
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
危
険
を
回
避
す

　
る
た
め
に
・
相
続
人
は
屡
々
柑
続
放
棄
を
す
る
の
で
、
受
益
者
は
信
託
遺
贈
を
受
け
え
な
い
事
態
も
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
五
六
年
に
、
ト
レ

　
　
ベ
ル
リ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
は
相
続
人
た
る
義
務
者
と
受
益
者
と
を
保
護
す
る
た
め
に
、
相
続
人
が
信
託
遺
贈
に
よ
っ
て
相
続
財
産
の
全

　
部
ま
た
は
一
部
を
受
益
者
に
供
与
し
た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
相
続
債
権
者
に
た
い
す
る
責
任
を
免
れ
る
と
と
も
に
、
相
続
人
と
し
て
権

　
利
を
行
使
し
え
な
く
な
る
と
規
定
握
・
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
信
託
遺
贈
受
雪
濠
続
雰
簿
を
取
得
し
、
《
相
続
人
簿
ず
る
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　

　
位
》
一
〇
8
げ
Φ
【
①
巳
ω
す
な
わ
ち
、
真
の
包
括
承
継
人
た
る
地
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
へ
　

　
　
　
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
は
、
従
来
存
在
し
て
い
た
部
分
的
遺
贈
と
信
託
遺
贈
と
の
融
合
、
統
一
を
断
行
し
、
信
託
遺
贈
受
益
者
は
受
遺
者
の

　
名
で
指
称
さ
れ
、
彼
は
形
式
的
に
も
、
実
質
的
に
も
包
括
受
遺
者
と
な
っ
た
。
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代
か
ら
、
信
託
遺
贈
受
遺
者
は
、

　
相
続
財
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受
領
し
た
と
き
は
、
相
続
人
に
代
っ
て
包
括
承
継
人
の
地
位
を
占
め
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、
相
続
人

　
　
が
相
続
を
放
棄
し
て
信
託
遺
贈
の
履
行
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
信
託
遺
贈
受
遺
者
が
全
相
続
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
反
対

　
　
に
、
相
続
人
が
任
意
に
相
続
を
承
認
し
、
信
託
を
履
行
す
る
場
合
に
は
、
相
続
人
に
相
続
財
産
の
四
分
の
一
を
留
保
せ
し
め
、
受
遺
者
の

説
受
領
す
べ
嘉
は
四
分
の
三
に
か
ぎ
ら
な
鯨
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
分
の
一
の
攣
別
に
す
れ
ば
、
指
定
相
続
人
は
実
体
を
欠
く
権
限

論
を
有
す
る
だ
け
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
・
．
ク
・
ク
ξ
の
こ
と
ば
露
れ
ば
、
八
信
託
遺
贈
が
真
の
遺
産
相
続
を
形
成
す
る
。
し
か

29（；1●7）7



論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

し
な
が
ら
、
そ
れ
は
相
続
人
の
指
定
と
混
同
さ
れ
な
い
》
。
ユ
ス
チ
ニ
ア
ス
の
改
革
に
よ
っ
て
、
包
括
的
信
託
遺
贈
受
遺
者
は
常
に
一
切

の
相
続
上
の
訴
権
、
し
か
も
、
信
託
遺
贈
的
準
相
続
請
求
権
ず
Φ
お
盗
読
け
尻
b
①
葺
ご
三
凶
＝
ω
h
乙
9
0
0
ヨ
巳
ω
ω
錠
冨
を
も
つ
よ
う
に
な

　
（
｝
＝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

つ
た
。
受
遺
者
は
《
相
続
人
》
ず
費
①
ω
と
は
称
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
相
続
人
と
等
し
き
訴
権
を
行
使
し
う
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ

ゆ
え
、
受
遺
者
は
《
相
続
人
に
準
ず
る
地
位
》
に
立
ち
、
相
続
人
と
同
様
に
債
務
を
承
継
す
る
と
と
も
に
、
相
続
人
と
同
様
な
厳
格
な
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

任
を
負
担
せ
し
め
ら
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
、
遺
言
相
続
は
相
続
人
の
指
定
と
信
託
遺
贈
の
二
つ
の
形
態
で
行
な
わ
れ
た
。
前
者
で

は
、
被
指
定
者
は
す
べ
て
の
点
で
相
続
人
と
同
一
視
さ
れ
る
が
、
後
者
で
は
、
受
遺
者
は
包
括
承
継
人
の
地
位
を
占
め
る
か
ら
、
信
託
遺

贈
は
包
括
遺
贈
に
ほ
か
な
ら
ず
、
死
者
の
人
格
の
承
継
、
相
続
債
務
に
た
い
す
る
無
限
責
任
が
そ
の
特
徴
を
な
し
た
。
そ
し
て
、
漸
次
、

包
括
受
遺
者
は
重
要
な
地
位
を
占
め
、
古
典
時
代
に
、
常
に
積
極
相
続
財
産
に
た
い
す
る
債
権
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
か
の
部
分
的
遺
贈

に
お
け
る
受
遺
者
に
と
っ
て
代
っ
た
の
で
あ
る
。
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ω
”
N
．
ゆ
隠
9

一
ロ
ω
ユ
三
〇
P
一
p
q
・
江
け
・
＝
＜
・
ド
ニ
け
●
N
9
　
伽
ω
ム
．

ω
o
ロ
ヨ
”
い
9
。
言
。
昌
。
・
ヨ
δ
ω
δ
口
仙
Φ
一
勢
。
・
ロ
0
8
ω
ω
帥
。
昌
冨
ω
冨
日
⑦
暮
掌
。
一
目
P
お
黛
”
即
勾
・

O
＝
ρ
」
≦
9
う
露
①
一
傷
①
ψ
冒
ω
二
甘
⊆
二
〇
旨
ω
言
『
箆
一
ρ
二
Φ
ω
畠
①
①
幻
。
残
高
ぢ
伊
お
一
ざ
噂
・
お
斜
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（
九
）
船
田
享
一
「
羅
馬
法
」
第
四
巻
二
二
九
頁
以
下
、
原
田
慶
吉
「
ロ
ー
マ
法
」
下
一
二
二
頁
以
下
参
照
。

（一

Z
）
　
Q
D
O
仁
日
層
O
℃
・
O
騨
こ
b
●
D
N
・

（一

@一

j
　
罎
O
P
づ
一
①
門
鴇
一
≦
9
昌
⊆
①
一
回
①
一
）
『
O
＝
夙
0
3
曽
一
つ
戸
一
①
σ
ひ
じ
・
℃
一
⑩
轟
N
・
℃
・
刈
ω
N
・
O
｛
・
○
曽
一
ζ
q
摩
℃
P
　
撚
D
㎝
一
一
D
α
o
o
●

（一

�
j
ヨ
α
q
．
ω
ご
U
①
冨
σ
q
二
二
9
い
。
。
。
「
ゆ
q
1
0
・
部
分
的
遺
贈
に
関
し
て
は
、
原
田
前
掲
書
一
五
四
頁
参
照
。

（一

O
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
船
田
前
掲
書
三
四
六
1
三
六
七
頁
、
原
田
前
掲
書
一
五
四
一
一
六
五
頁
参
照
。

（一

l
）
ω
o
鐸
p
o
℃
・
9
静
・
》
や
N
。
。
　
船
田
前
掲
書
三
七
一
頁
Q

二
五
）
O
麟
ご
ω
噂
N
ゆ
圏
N
●
船
田
訳
一
七
六
頁
9

（一

Z
）
O
巴
ロ
ρ
N
働
謡
ω
．
望
診
①
P
U
●
ω
①
1
ご
ω
。
ω
・
↓
お
び
①
ド
一
1
N
．
船
田
前
掲
書
三
七
七
頁
Q

（一

ｵ
）
ω
o
ロ
β
o
b
・
9
仲
こ
亨
N
り

（一

ｪ
）
　
O
ロ
ρ
”
o
勺
．
6
詳
こ
℃
・
刈
①
さ
一
≦
o
p
昌
一
Φ
【
M
o
勺
●
6
潔
こ
け
　
H
・
b
●
α
ω
一
・

（一

縺
j
ぎ
ω
！
N
－
P
ω
1
↓
・

（一

黶
Z
）
　
O
⊆
ρ
”
o
℃
●
9
↓
●
－
P
N
の
さ
一
コ
ω
戸
N
l
N
ω
1
α
一
N
●

（
二
一
）
原
田
前
掲
書
一
五
五
頁
。

（
二
二
）
　
∪
①
ω
ω
①
h
一
潜
門
餌
ピ
糟
p
ρ
O
ρ
¢
一
ω
一
け
一
〇
昌
畠
①
一
、
7
Φ
「
ひ
ユ
暮
少
菊
①
〈
ロ
Φ
二
一
ω
け
O
ユ
ρ
ロ
Φ
“
①
一
）
『
O
答
h
h
鋤
口
心
曽
一
ω
耀
一
⑩
ω
ご
℃
．
①
ム
伊

（一

ｲ
二
）
　
ζ
0
5
α
q
凶
ロ
鴇
U
O
一
〇
ω
一
日
口
9
0
二
月
目
畠
①
一
Φ
α
q
固
曾
9
一
「
①
ロ
コ
即
く
O
【
ω
Φ
一
Q
三
口
の
一
①
】
）
鴇
O
津
【
口
O
餌
Φ
脱
P
①
①
一
α
四
5
い
一
鴇
》
旨
O
一
①
コ

　
　
　
　
　
　
α
①
ω
畠
①
暮
⑦
ω
匹
O
冨
¢
ロ
0
6
①
ω
ω
一
〇
昌
”
幻
①
ぐ
賃
①
O
ユ
ニ
ρ
鐸
O
傷
①
ピ
σ
σ
q
一
四
冨
二
C
コ
℃
一
C
o
o
っ
O
o
”
℃
．
N
ω
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
フ
ラ
ン
ス
古
代
法

ω
　
成
文
法
地
方
口
相
続
人
指
定
と
信
託
遺
贈
の
峻
別
の
原
則

一）

w
O
詳
帥
　
一
噛
Φ
σ
q
四
門
畠
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ロ
ー
マ
法
を
継
受
し
た
成
文
法
地
方
で
は
、
は
や
く
か
ら
相
続
人
の
指
定
が
行
な
わ
れ
、
ブ
リ
ソ
ー
ゆ
ユ
ω
雛
＝
畠
に
よ
れ
ば
、
＝
二
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　

紀
の
中
葉
か
ら
頻
繁
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
遂
に
一
般
的
慣
行
と
し
て
定
着
し
た
。
そ
し
て
、
一
四
世
紀
に
は
、
相
続
人
の
指
定

が
遺
言
の
有
効
要
件
に
な
っ
た
儀
。
じ
ポ
ら
の
語
長
方
の
凱
曲
言
処
分
に
つ
い
て
・
ζ
ル
ゴ
ル
閏
霊
知
バ
嘘
退
言
処
分
は
包

括
的
承
続
を
付
与
し
、
ま
売
、
受
遺
者
は
当
然
法
定
占
有
す
る
。
か
く
し
て
、
彼
は
無
遺
言
相
続
人
に
た
い
し
て
引
渡
し
を
請
求
す
る
義

務
も
な
く
し
て
、
相
続
財
産
を
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
慣
行
は
、
相
続
人
の
指
定
の
慣
習
を
維
持
す
る
慣
習
法
の

中
に
見
出
さ
れ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
《
死
者
は
生
者
を
捉
え
る
〉
一
Φ
ヨ
。
算
ω
鉱
巴
二
①
≦
暁
と
い
う
法
諺
が
古
代
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
般
的
な
適
用
を
見
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
こ
そ
、
八
金
フ
ラ
ン
ス
王
臣
の
普
通
慣
習
法
∀
O
o
⊆
ε
ヨ
①
σ
。
9
Φ
『
巴
Φ
Q
①

8
葺
δ
円
畠
鍵
ヨ
Φ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
成
文
法
地
方
の
法
定
占
有
ω
9
。
一
ω
ぢ
Φ
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
相
続
人
の

指
定
の
制
度
の
中
に
慣
習
法
地
方
で
発
展
を
遂
げ
た
法
定
遺
産
占
有
ω
蝕
訟
口
①
幕
3
巳
富
騨
Φ
の
理
論
を
導
き
入
れ
た
も
の
で
、
ロ
ー
マ
法

の
相
続
人
の
指
定
の
制
度
を
多
少
修
正
し
た
変
形
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
相
続
人
の
指
定
を
認
め
る
慣
習
法
は
正
式
に
被
指
定
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ε

た
い
し
て
法
定
占
有
を
付
与
σ
、
し
か
も
、
か
か
る
慣
習
が
次
第
に
一
般
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
フ
ユ
ー
ル
ゴ
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

《
ロ
ー
マ
法
が
諸
種
の
相
続
人
た
ち
の
資
格
に
関
し
て
行
な
っ
た
区
別
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
相
続
人
た
ち
が
同
・

一
の
態
様
で
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
相
続
人
た
ち
は
家
内
相
続
人
と
み
な
さ
れ
る
。
け
だ
し
、
第
三
者
も
、
直
系
卑
属
と
同
様
．

に
、
当
然
法
定
占
有
を
な
し
、
ま
た
、
彼
ら
は
生
存
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
死
亡
前
は
相
続
を
承
認
す
る
と
い
う
必
要
も
な
く
、
相
続
開
始
の

と
き
か
ら
相
続
財
産
を
承
継
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
《
死
者
は
生
者
を
捉
え
る
〉
と
い
う
格
言
に
従
う
か
ら
で
あ
る
。
〉
と
。
そ
こ
で
、
家
．

外
相
続
人
が
相
続
を
承
認
す
る
以
前
に
死
亡
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
相
続
人
へ
の
彼
の
地
位
の
承
継
に
関
し
て
、
成
文
法
地
方

で
は
そ
の
相
続
人
は
同
一
の
立
場
に
お
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
占
有
に
よ
っ
て
成
文
法
地
方
の
立
法
は
ロ
ー
マ
法
の
相
続
原
則
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　

た
い
し
相
続
財
産
の
承
継
を
簡
明
に
し
、
し
か
も
、
被
指
定
者
の
固
有
の
相
続
人
の
利
益
を
保
護
す
る
改
革
を
行
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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そ
れ
ゆ
え
、
指
定
相
続
人
と
無
遺
言
相
続
入
と
の
無
条
件
の
同
一
視
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
双
方
と
も
に
同
一
の
権
利
を
も
ち
、
同

　
　
一
の
義
務
を
負
担
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
《
無
遺
言
相
続
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
ま
た
、
遺
言
に
よ
る
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
包
括
名
義
．

　
　
の
承
継
者
の
．
要
件
は
完
全
に
同
一
で
あ
り
、
　
い
ず
れ
も
ひ
と
し
く
《
死
者
は
生
者
を
捉
え
る
》
の
規
範
に
よ
っ
て
運
命
づ
け
ら
れ
、
か
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヒ
）

　
　
つ
、
支
配
さ
れ
る
。
》

　
　
　
部
分
的
遺
贈
を
信
託
遺
贈
の
中
に
解
消
せ
し
め
て
、
両
者
を
融
合
統
一
し
た
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
は
、
南
部
地
方
の
慣
行
に
よ
っ
て

　
　
回
復
さ
れ
、
　
成
文
法
地
方
で
保
存
さ
れ
た
。
　
相
続
財
産
の
全
体
ま
た
は
一
部
を
対
象
に
す
る
包
括
的
信
託
遺
贈
は
ト
レ
ベ
ル
リ
ア
ヌ
ム

　
　
元
老
院
議
決
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
信
託
遺
贈
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
包
括
的
信
託
遺
贈
と
相
続
人
の
指
定
と
の
間
に
な
ん
・

　
　
ら
か
の
差
異
が
お
か
れ
、
成
文
法
地
方
の
諸
立
法
は
こ
れ
ら
二
つ
の
遺
言
処
分
の
方
法
を
維
持
し
た
。
　
た
と
え
ば
、
ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
自
．
＞
i

　
　
σ
q
二
①
ω
ω
Φ
き
は
、
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
の
中
で
、
　
相
続
人
の
指
定
と
包
括
遺
贈
が
唯
一
の
同
一
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
原
則
を
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
へ
　

　
　
え
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
一
七
三
五
年
の
遺
言
に
関
す
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
後
に
、
《
も
は
や
相
続
人
の
指
定
と
・

　
　
包
括
遺
贈
と
の
間
の
完
全
な
対
立
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
》
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
の
時
代
に
は
両
者
の

　
　
間
に
、
な
お
機
能
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
第
一
は
、
指
定
相
続
人
は
常
に
法
定
占
有
鶏
坤
ω
ヨ
。
を
取
得
す
る
が
、
　
信
託
遺
贈
の
受
益
者
は
法
定
占
有
を
し
な
い
。
受
益
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
ソ

　
　
は
直
接
相
続
上
の
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
　
相
続
人
に
た
い
し
て
引
渡
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
遺

　
　
言
者
に
義
務
分
を
有
す
る
相
続
人
が
残
存
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
の
有
効
要
件
と
し
て
相
続
人
の
指
定
を
必
要
と
し
た
。
か
よ
う
な
場
合

　
　
に
、
遺
言
者
が
義
務
分
権
者
に
た
い
し
て
信
託
遺
贈
受
益
者
の
資
格
だ
け
を
付
与
す
る
に
す
ぎ
な
け
れ
ば
、
義
務
分
権
者
は
遺
言
の
無
効
を

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
）

　
　
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
信
託
遺
贈
に
よ
っ
て
相
続
財
産
の
全
体
が
供
与
さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
そ
の
四
分
の

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

　
　
一
を
留
保
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
相
続
人
の
指
定
と
信
託
遺
贈
と
の
機
能
上
の
差
異
は
、
と
く
に
、
信
託
遺
贈
の
受
益
者
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を
し
て
真
の
相
続
人
と
同
一
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
前
者
は
単
な
る
受
遺
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

説　
　
の
こ
と
は
、
信
託
遺
贈
受
益
者
が
遺
言
者
の
相
続
財
産
中
の
積
極
財
産
に
た
い
す
る
権
利
を
取
得
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

論　
　
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
法
の
ト
レ
ベ
ル
リ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
以
来
、
《
相
続
人
に
準
ず
る
地
位
〉
に
立
つ
も
の
と
み
な
さ

　
　
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
、
積
極
、
」
消
極
財
産
を
含
む
相
続
財
産
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
他
方
、
成
文
法
地
方
の
法
学
者
は
信
託
遺
贈
受
益
者
と
包
括
受
遺
者
と
の
間
に
は
差
異
は
な
い
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ス
ピ
ー

　
　
ス
b
Φ
ω
℃
Φ
凶
ω
ω
①
ω
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
《
遺
言
者
の
全
財
産
の
遺
贈
を
受
け
る
者
は
、
遺
言
書
の
単
な
る
文
言
に
よ
っ
て
の
み
全
相

　
　
続
財
産
の
信
託
遺
贈
受
益
者
と
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
　
彼
は
死
者
が
所
有
し
た
全
財
産
に
た
い
し
て
そ
れ
を
支
配
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
；

　
　
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
な
く
し
て
取
得
し
、
ま
た
、
同
様
に
死
者
に
属
し
た
訴
権
を
行
使
す
る
》
と
。
そ
し
て
、
多
く
の
学
者
が
《
包
括

　
　
受
遺
者
》
と
い
う
語
を
．
頻
繁
に
使
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
信
託
遺
贈
と
包
括
遺
贈
と
を
同
視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

　
　
の
よ
う
に
、
古
代
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
法
地
方
で
は
、
　
包
括
遺
贈
の
理
論
は
、
　
明
確
に
浮
彫
り
に
さ
れ
ず
、
相
続
人
指
定
と
特
定
遺
贈
と

　
　
い
う
二
つ
の
伝
統
的
制
度
の
間
の
中
間
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
　
ロ
ー
マ
法
で
は
、
　
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
改
革
に
よ
っ
て
信
託

　
　
遺
贈
の
制
度
が
明
確
な
形
で
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
成
文
法
地
方
で
は
、
信
託
遺
贈
の
ロ
ー
マ
法
的
川
語
は
消
滅
し
、
そ
れ
に
代
っ

　
　
て
、
包
括
遺
贈
の
名
称
が
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
質
的
内
容
は
信
託
遺
贈
と
同
一
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
包
括
遺
贈
と
い
う
語
を

　
　
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
処
分
の
中
に
引
渡
請
求
の
義
務
を
負
わ
せ
て
、
特
定
遺
贈
の
効
果
、
す
な
わ
ち
、
相
続
債
務
に
た
い
す
る
・

　
　
無
制
限
の
責
任
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

　
　
　
②
　
慣
習
法
地
方
授
鑑
鑑
昌
O
を
欠
く
包
抱
受
遺
者
の
地
位
の
確
立

　
　
　
周
知
の
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
を
承
継
し
た
慣
習
法
地
方
で
は
、
当
初
に
あ
っ
て
は
、
遺
言
の
慣
行
は
存
在
せ
ず
、
遺
言
は
一
二
世
紀
に

　
　
な
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
継
受
の
影
響
と
教
会
に
た
い
す
る
終
不
処
分
と
し
て
の
寄
進
の
勧
奨
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、
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相
続
人
指
定
に
関
し
て
は
、
慣
習
法
地
方
に
は
、
古
く
か
ら
、
《
相
続
人
の
指
定
は
行
な
わ
れ
な
い
》
ご
ω
測
器
凶
。
ロ
α
．
げ
脅
三
臼
口
、
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
川
）

　
b
o
ヨ
酔
◎
①
＝
①
口
と
い
う
法
諺
が
存
在
し
て
い
た
。
当
時
か
ら
、
相
続
人
の
指
定
は
と
く
に
夫
婦
財
産
契
約
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ

　
　
一
般
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
遺
言
処
分
か
ら
は
排
斥
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
慣
習
法
地
方
で
は
、
遺
言
書
中
に
相
続
人
の
指
定
条
項

　
を
挿
入
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
　
か
よ
う
な
わ
け
で
、
ボ
オ
マ
ノ
ワ
ル
b
d
8
＝
ヨ
Ω
。
口
。
ぼ
も
、
か
の
有
名
な
《
ピ
①
ω
O
o
ロ
ε
ヨ
Φ
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

　
色
㊦
Ω
①
円
日
。
昌
↓
①
昌
U
d
Φ
9
。
ロ
＜
9
ω
冨
》
で
は
遺
言
に
よ
る
相
続
人
指
定
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
慣
習
法
地
方
で
は
、
包
括
遺
贈
は
漸
層
的
な
発
展
の
結
果
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
過
程
は
遺
言
相
続
が
法
定

　
相
続
と
併
存
し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、
漸
次
慣
習
と
し
て
定
着
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
頭
初
、
包
括
遺
贈
は
特
定
遺
贈
を
構
成

　
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
、
包
括
受
遺
者
の
地
位
は
指
定
相
続
人
の
地
位
に
接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
古
代
慣

　
習
法
で
は
、
包
括
受
遺
者
は
真
の
相
続
人
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
《
ブ
ー
ラ
ル
の
決
定
》
q
自
。
誕
卑
ロ
①
ω
し
d
o
巳
鋤
a
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
エ
　

　
　
の
名
称
で
著
名
な
一
五
六
三
年
五
月
一
四
日
の
判
決
は
、
遺
言
者
の
債
務
に
た
い
す
る
包
括
受
遺
者
の
義
務
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
こ

　
　
の
判
決
の
中
で
、
パ
ル
ル
マ
ン
は
、
父
親
の
一
切
の
動
産
、
後
塵
財
産
Ω
。
8
ロ
偉
ω
、
婚
姻
後
取
得
せ
る
不
動
産
8
呂
ロ
Φ
↓
ω
一
ヨ
ヨ
。
菖
7

　
6
屋
や
固
有
財
産
℃
8
鴇
Φ
ω
の
五
分
の
一
の
遺
贈
を
受
け
た
後
立
の
子
供
た
ち
に
た
い
し
て
、
《
彼
ら
が
取
得
し
た
も
の
の
按
分
比
例

　
　
で
》
碧
胃
只
舞
9
畠
Φ
8
ρ
‘
、
一
一
ω
9
ゆ
≦
Φ
三
西
日
①
p
α
Φ
ω
、
死
者
の
債
務
を
負
担
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。

　
　
　
こ
の
判
決
は
他
の
判
例
に
よ
っ
て
従
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
慣
習
法
の
諸
規
定
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
五
八
○
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

　
　
改
正
さ
れ
た
パ
リ
慣
習
法
は
そ
の
第
三
三
五
条
で
条
文
化
し
て
い
る
。
こ
の
解
決
に
よ
っ
て
、
包
括
受
遺
者
と
特
定
受
遺
者
と
の
分
離
、

　
　
す
な
わ
ち
、
前
者
は
遺
言
人
の
債
務
に
た
い
し
て
、
取
得
財
産
の
割
合
で
の
無
限
責
任
を
負
う
の
に
反
し
て
、
後
者
は
取
得
し
た
積
極
財

説　
　
産
の
範
囲
内
の
有
限
責
任
を
負
担
す
る
と
の
区
別
が
確
立
さ
れ
、
慣
習
法
地
方
に
お
い
て
、
包
括
受
遺
者
の
相
続
債
務
に
た
い
す
る
義
務
は

論　
　
終
局
的
に
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
確
立
さ
れ
た
包
括
受
遺
者
の
地
位
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
相
続
人
と
同
一
視
さ

29　（1●　13）　13



　
　
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
相
続
人
は
死
者
の
人
格
の
承
継
者
と
観
念
さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
包
括
受
遺
者
は
劇
甚
の
承
継
者
と
は
認
め

説　
　
ら
れ
な
か
っ
た
．
こ
の
点
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
慣
習
法
は
ロ
ー
マ
法
と
対
蹴
的
で
あ
っ
た
。
《
そ
れ
は
包
括
の
観
念
と
人
格
の
承
継
の

論　
　
観
念
と
の
分
離
、
全
体
に
た
い
す
る
地
位
と
債
務
に
た
い
す
る
一
身
的
義
務
と
の
分
離
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
、
こ
れ
ら
の
不
可

　
　
分
で
あ
っ
た
二
つ
の
観
念
の
分
離
は
死
者
の
人
格
の
承
継
の
原
則
の
性
格
を
徹
底
的
に
変
え
た
。
　
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
で
は
擬
制
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ロ

　
　
つ
た
が
、
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
》
。
か
よ
う
に
し
て
、
　
ロ
ー
マ
法
で
は
、
　
人
格
承
継
の
観
念
は
包
括
名
義
と
分
離
さ
れ
な
か
っ
た
の

　
　
に
た
い
し
て
、
慣
習
法
で
は
二
つ
の
観
念
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
慣
習
法
で
は
、
人
格
承
継
の
観
念
は
、
相

　
　
続
人
た
る
責
任
の
範
囲
を
決
定
す
る
法
定
占
有
ω
巴
ω
ぎ
Φ
の
観
念
と
結
合
し
て
、
　
新
し
い
法
定
占
有
理
論
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
　
こ

　
　
の
決
定
占
有
は
《
死
者
は
生
者
を
捉
え
な
い
〉
と
い
う
法
諺
に
従
っ
て
機
能
し
、
相
続
人
た
る
資
格
に
権
利
を
与
え
る
、
　
ロ
ワ
ゼ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

　
　
ピ
。
団
ω
9
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
法
定
占
有
は
《
相
続
人
の
指
定
は
行
な
わ
れ
な
い
》
と
い
う
法
諺
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
　
財
産

　
　
の
占
有
や
一
切
の
権
利
の
行
使
は
法
定
占
有
を
有
す
る
人
に
所
属
し
、
法
定
占
有
が
あ
れ
ば
、
遺
産
の
引
渡
を
請
求
し
て
有
効
な
占
有
に

　
　
入
る
必
要
も
な
く
、
当
然
占
有
権
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
法
定
占
有
は
財
産
に
た
い
す
る
事
実
上
の
支
配
権
を
も
付
与
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ニ
　

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
慣
習
法
上
は
、
包
括
受
遺
者
は
《
い
わ
ば
相
続
人
に
代
る
地
位
冨
お
巳
ω
】
0
8
に
立
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
》
、
法
定
占
有

　
　
の
利
益
を
享
受
し
え
な
か
っ
た
。
包
括
受
遺
者
は
、
法
定
遺
産
占
有
を
有
し
な
い
の
で
相
続
財
産
の
占
有
者
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
血
縁

　
　
相
続
人
が
引
渡
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
引
渡
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
あ
る
慣
習
法
（
ベ
リ
慣
習
法
第
一
八
章
第
七
条
）
は
遺
言
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
相
続
人
（
慣
習
法
地
方
で
は
、
《
相
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
じ

　
　
人
の
指
定
は
行
な
わ
れ
な
い
》
と
い
う
法
諺
の
た
め
、
遺
言
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
相
続
人
は
受
遺
者
と
み
な
さ
れ
る
。
）
に
た
い
し
て

　
　
法
定
占
有
ω
銭
ω
ぎ
①
を
付
与
し
た
。
そ
こ
で
、
冨
ω
Φ
宅
Φ
を
有
す
る
子
女
と
包
括
受
遺
者
と
の
間
に
法
定
占
有
の
分
裂
が
存
在
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ニ
　
ご

　
　
に
な
る
。
け
だ
し
、
包
括
受
遺
者
は
直
系
卑
属
以
外
の
相
続
人
に
た
い
し
て
、
全
部
に
関
し
て
法
定
占
有
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
に
、
慣
習
法
地
方
に
も
、
相
続
人
指
定
に
関
す
る
成
文
法
地
方
の
影
響
が
見
出
さ
れ
、
包
括
名
義
と
債
務
に
た
い
す
る
無
限
の
責
任
と
の

　
　
間
に
樹
立
さ
れ
た
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
、
ロ
ー
マ
法
の
原
則
の
継
受
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
当
時
の
慣
習
法
地
方

　
　
の
学
説
に
は
、
包
括
受
遺
者
を
相
続
人
に
同
一
視
す
る
学
説
も
あ
っ
た
。
ロ
ー
リ
エ
ー
ル
国
●
傷
①
ピ
動
ξ
溶
【
Φ
は
、
《
相
続
人
の
指
定
を

　
　
認
め
な
い
慣
習
法
と
そ
れ
を
認
め
る
慣
習
法
と
は
異
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
名
称
の
み
が
異
っ
て
い
る
に
す
ぎ

　
　
な
い
。
け
だ
し
、
パ
リ
慣
習
法
や
類
似
の
慣
習
法
に
お
い
て
、
包
括
受
遺
者
と
称
さ
れ
る
者
は
現
実
に
は
べ
リ
慣
習
法
や
そ
れ
と
類
似
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
ゆ
　

　
　
規
定
を
も
つ
他
の
慣
習
法
で
、
指
定
さ
れ
た
者
と
同
じ
く
相
続
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
》
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・

　
　
レ
ジ
ュ
ー
ム
末
期
に
は
、
依
然
と
し
て
、
《
神
の
み
が
相
続
人
を
作
る
》
と
い
う
法
諺
に
支
配
さ
れ
て
い
て
、
相
続
人
の
指
定
は
正
面
か

　
　
ら
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
包
括
名
義
と
人
格
の
承
継
と
を
接
着
せ
し
め
る
動
き
が
学
説
上
看
取
さ
れ
た
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
慣
習
法
地
方
の
包
括
受
遺
者
に
関
す
る
法
規
範
は
、
最
初
に
お
い
て
は
、
成
文
法
地
方
の
そ
れ
と
異
っ
て
い
た
け
れ
ど

　
　
も
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
そ
の
差
異
は
な
く
な
り
、
包
括
受
遺
者
は
《
相
続
人
に
準
ず
る
地
位
》
一
〇
8
げ
①
お
象
ω
が
与
え
ら
れ
る
よ

　
　
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
歴
史
的
系
譜
を
も
つ
包
括
遺
贈
に
関
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
編
纂
者
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
包
括
的
信
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ニ
げ
り

　
　
遺
贈
を
採
用
せ
ず
に
、
フ
ラ
ン
ス
古
代
法
の
包
括
遺
贈
を
民
法
典
に
定
着
せ
し
め
、
条
文
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、

　
　
包
括
受
遺
者
が
遺
留
分
を
も
つ
相
続
人
と
競
合
し
て
存
在
す
る
場
合
を
規
定
す
る
条
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
〇
〇
四
条
で
、
遺
言
者
死
亡
の
と
き
に
、
包
括
受
遺
者
の
他
に
遺
留
分
を
有
す
る
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
相

　
　
続
人
が
す
べ
て
の
相
続
財
産
を
当
然
に
占
有
す
る
の
で
、
包
括
受
遺
者
は
相
続
人
に
た
い
し
て
泉
華
を
請
求
し
て
、
占
有
を
取
得
し
な
け

説　
　
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
包
括
受
遺
者
が
財
産
を
隠
匿
し
て
法
定
相
続
人
の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
危
険
防
止
す
る
意

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ぺ
）

　
　
図
か
ら
設
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
、
包
括
受
遺
者
は
鴇
一
ω
ぎ
①
を
有
し
な
い
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
も
つ
。
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P
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四
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国
・
α
①
ピ
窪
二
財
ρ
o
サ
9
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二
二
N
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冨
℃
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。
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N
●
9
幕
℃
碧
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り
。
ロ
ヨ
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。
℃
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客
●
”
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（
二
山
ハ
）
　
q
n
O
ロ
ヨ
層
O
b
・
O
搾
ご
冒
・
①
①
・

（
二
六
）
谷
口
知
平
「
中
川
編
註
釈
相
続
法
」
下
九
九
頁
、
そ
の
反
面
、
第
一
〇
〇
六
条
で
遺
留
分
を
有
し
な
い
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
引
渡
を
請

　
　
求
す
る
必
要
な
く
、
包
括
受
遺
者
は
遺
言
者
の
死
亡
に
よ
り
法
上
当
然
占
有
を
取
得
す
る
と
し
て
い
る
。

む

す

び

　
　
　
以
上
考
察
し
た
、
ロ
ー
マ
法
、
フ
ラ
ン
ス
古
代
法
の
包
括
遺
贈
の
歴
史
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
包
括
遺
贈
は
ロ
ー
マ
法
の
包
括
的
信
託
遺

説　
　
贈
か
ら
発
し
て
、
成
文
法
地
方
で
と
く
に
継
受
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
間
、
終
始
、
相
続
人
指
定
と
厳
格
に
区
別
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
第

三　
　
二
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
慣
習
法
で
も
、
包
括
受
遺
者
．
に
は
、
ロ
ー
マ
法
と
同
様
に
、
《
相
続
人
に
準
ず
る
地
位
》
一
〇
。
o
げ
①
お
9
ω
が
与
え

29　（1●　17）　17



論説

ら
れ
た
が
、
包
括
受
遺
者
に
は
ω
巴
ω
ぢ
㊦
が
認
め
ら
れ
ず
、
遂
に
、
相
続
人
と
の
全
面
的
同
一
視
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り

う
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
民
法
の
第
九
九
〇
条
が
そ
の
《
精
神
ヲ
採
り
タ
ル
モ
ノ
》
と
い
わ
れ
る
旧
民
法
財
産
取
得
篇
第
三
九
〇
条
第
一
項
の

　
　
　
　
　
　
ご

立
法
理
由
の
中
で
、
「
遺
嘱
ハ
遺
嘱
者
ノ
死
去
二
字
リ
当
然
其
効
力
ヲ
生
ス
ベ
キ
ハ
法
理
ノ
然
う
シ
ム
ル
所
ト
ス
。
何
ト
ナ
レ
バ
、
遺
嘱
ハ

合
意
ト
異
ナ
リ
受
嘱
者
ノ
承
諾
ヲ
閣
令
ズ
特
掲
遺
嘱
者
ノ
意
思
ヲ
貫
徹
セ
シ
ム
ル
ヲ
旨
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
ナ
リ
．
然
ル
ニ
仏
国
民
法
第

千
四
条
脱
漏
テ
遺
嘱
者
ノ
死
去
二
臨
ミ
、
其
遺
産
ハ
一
旦
法
律
上
ノ
相
続
人
二
移
リ
、
而
シ
テ
烏
鳶
者
ヨ
リ
更
二
念
遺
嘱
財
産
ノ
引
渡
ヲ

請
求
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
規
定
シ
タ
ル
ハ
、
遺
嘱
ノ
法
理
二
違
フ
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
シ
。
我
が
草
案
二
於
テ
受
誉
者
ノ
知
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ラ
ズ
、

遺
嘱
者
死
去
ノ
時
ヨ
リ
贈
遺
ハ
受
令
者
二
移
転
ス
ト
為
セ
シ
バ
、
右
遺
嘱
ノ
法
理
二
適
合
セ
ン
コ
ト
ヲ
カ
メ
タ
ル
ニ
由
ル
ナ
リ
」
と
述
べ

て
、
あ
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
異
り
、
包
括
遺
贈
に
た
い
し
て
、
相
続
と
同
様
に
、
占
有
権
の
承
継
を
認
め
て
、
物
権
的
効
力
を
与
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
包
括
受
遺
者
の
権
利
・
義
務
の
承
継
は
遺
言
が
効
力
を
生
ず
る
と
同
時
に
法
律
上
当
然
に
生
じ
、
遺
贈
義
務
者
の
履

行
を
必
要
と
し
な
い
と
構
成
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
九
九
〇
条
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
徹
底
さ
せ
て
、
包
括
受
遺
者
が
相
続
人
と
同
一
の
権

利
義
務
を
も
つ
と
規
定
し
た
所
以
は
、
こ
の
よ
う
に
包
括
遺
贈
の
効
力
は
物
権
的
で
あ
っ
て
、
債
権
的
で
は
な
い
点
に
求
め
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
包
括
遺
贈
と
相
続
の
同
一
性
は
権
利
・
義
務
の
移
転
の
機
能
と
態
様
に
求
め
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
範
囲
に
限
ら

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
と
の
全
面
的
同
一
視
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
包
括
遺
贈
者
の
ほ
か
に
、
他
の
昭
和
三
〇

相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
遺
産
共
有
や
分
割
に
関
す
る
共
同
相
続
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
東
京
地
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

年
八
月
二
四
日
の
判
決
の
《
死
亡
者
の
財
産
に
た
い
す
る
権
利
・
義
務
に
つ
い
て
相
続
人
と
同
一
の
も
の
と
す
る
〉
と
の
意
味
は
必
ず
し

も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
右
に
述
べ
た
内
容
を
示
唆
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
旨
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

包
括
受
遺
者
に
た
い
す
る
相
続
法
の
適
用
範
囲
は
、
相
続
の
一
般
的
効
力
規
定
、
相
続
の
承
認
、
放
棄
等
に
関
す
る
規
定
、
財
産
分
離
の
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規
定
な
ら
び
に
包
括
受
遺
者
の
ほ
か
に
他
の
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
　
遺
産
共
有
や
共
同
相
続
の
規
定
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
．
）

も
と
よ
り
、
遺
留
分
や
代
襲
相
続
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
考
え
る
余
地
は
あ
り
え
な
い
。

　
本
稿
は
包
括
受
遺
者
と
相
続
人
の
同
一
性
の
基
礎
的
側
面
を
法
制
史
的
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
紙
幅
の
都
合

で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
包
括
遺
贈
に
た
い
す
る
相
続
法
の
適
用
の
個
別
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
日
に
発
表
し
た
い
と
お
も
う
。

　
（
一
）
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
（
磯
部
四
郎
起
稿
）
七
九
丁
裏
、
第
一
八
一
回
戦
つ
い
て
、
旧
民
法
と
本
理
由
書
の
条
文
に
は
若
干
の
齪
齢
が

　
　
　
　
あ
る
が
、
本
条
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
実
質
的
改
正
は
み
ら
れ
な
い
。

　
（
二
）
た
と
え
ば
、
包
括
受
遺
者
と
数
人
の
相
続
人
が
存
在
し
て
い
て
、
相
続
入
の
一
人
が
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
放
棄
者
の
相
続
分
は
受
遺
分
に
応
じ

　
　
　
て
包
括
受
遺
者
に
帰
属
す
る
か
に
関
し
て
は
、
肯
定
説
（
脊
山
道
夫
「
家
族
法
論
」
三
六
〇
頁
、
我
妻
日
立
石
前
掲
書
五
八
七
頁
、
谷
口
「
中
川
編

　
　
　
註
釈
相
続
法
」
下
九
八
頁
）
と
否
定
説
（
阿
部
前
掲
論
文
二
二
二
頁
）
が
あ
る
が
、
否
定
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
包
括
受
遺
者
に
相
続
回
復
請
求

　
　
　
権
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
肯
定
説
が
あ
る
が
（
近
藤
英
吉
「
相
続
法
論
」
上
四
四
八
頁
、
加
藤
永
一
「
遺
言
の
効
力
」
（
家
族

　
　
　
法
大
系
W
）
二
九
〇
頁
）
、
こ
の
墨
髭
は
、
包
括
受
遺
者
は
相
続
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
第
三
者
な
の
か
の
問
題
に
還
元
さ
れ
、
相
続
回
復
請

　
　
　
求
権
は
相
続
権
を
根
拠
に
し
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
か
ぎ
り
、
理
論
的
に
は
消
極
的
に
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

、

論説
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